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若者が創造する若者支援実践に関する一考察
― 青年手当からみる若者支援の位置付けの変化 ―

松　岡　江里奈

本稿は，韓国のソウル市で 2016 年から制度化している青年手当に焦点を当て，韓国

で展開されている若者支援について検討を加えるものである。青年手当は，韓国の青

年たちが自ら，その政策を提言し議論するなかで制度化した経緯がある。筆者は，そ

の青年たちによる運動の背景には，韓国の代案教育運動や，市民運動によって生み出

された社会的企業，さらには協同組合等の連帯経済を創り出す主体，つまり社会を変

革する運動の主体を育ててきた実践があると考える。

本稿では，今日の韓国の若者たちが抱えている深刻な生活問題とそれを支える支援

制度に焦点を当て，その運動の主体を育てる学びと運動への参加が，主体的な社会参

加を保障すると考え，その実践を行うソウル市青年活動支援センターの今後の運動課

題を考察する。

キーワード：  若者支援，自立支援，韓国，青年手当，時間の保障

は　じ　め　に

日本と韓国は，ともに新自由主義が進行し，社会がグローバル化する一方，家族主義が強く

残っている。そのなかで，若者の自殺率の高さや，高校・大学への進学率の高さ等類似する点

が多いが，展開されている若者支援（韓国では青年支援といわれる）には多くの差異がある。

日本における若者支援の中心的な位置を占めるのは，若者サポートステーションである。そ

の支援は，経済的な自立を目指した，いわゆる就職支援が中心となっている。このため，その

就職支援に該当しない若者は支援の対象外となる現実がある。一方，韓国では青年手当という，

現金給付とプログラムの受講を並行し提供する新しい形の支援が 2016 年より展開されている。

本稿では，筆者が 2010 年以降，年 1 ～ 2 回，訪韓し調査を進め収集してきた情報を基に，韓

国の若者の抱えている生活問題とそれを支える支援制度に焦点を当て，韓国と日本の若者の抱
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えている生活問題とそれを支える支援制度について検討を加え，韓国と日本の若者支援におけ

る社会参加保障の必要性と，ソウル市の青年活動支援センターの今後の運動課題について論究

したい。

第 1章　韓国における若者の生活問題

日本において「若者」と呼ばれる年齢層は，韓国では，「青少年・青年」として捉えられる。

本章では，まず両者を比較し，本論における用語の用い方を定義した上で韓国における若者問

題の深刻さについて述べる。日本，韓国の両国において，若者の生活上の課題は深刻な状況に

なっている。両国の若者政策の対象をどう捉え，自立をどう考えることが求められているか検

討を加える。

1 － 1　韓国と日本の若者概念の相違について

日本では，若者という言葉自体に法的な定義はないが，青年期は青年前期（10 代後期），青年

後期（20 代前期），ポスト青年期（20 代後期以降）に分け考えられる。この青年前期，青年後

期，ポスト青年期を合わせて若者と称する。日本では，このポスト青年期の時期が長期化して

おり，若者サポートステーションは，支援の対象を 49 歳までの者としている。宮本（2004）i

は，「15 歳以上は，完全な保護の時期ではなく，しだいに自立性が高まっていくとはいえ成人期

への準備段階で，20 歳台の半ばまでは完全な成人期とは異なる配慮の必要な年齢段階である。

つまり，準成年から初成年の期間は，自立に向かいつつも配慮の必要な人々ということになる」

と，その年代の者の保護や配慮の必要性を指摘する。また，日本学術会議では提言の中で，こ

の若者層の拡大について「1990 年代以降の社会変化の中で困難な状況に遭遇した若年世代の加

齢に伴い，政策的な『若者』の定義は，より年長者をも含む方向で拡張されてきた。すなわち，

現在の『若者』問題は，いわゆる青少年だけでなく，子育て世代までをも含む幅広い年齢層を

視野に入れて把握せざるをえなくなっている。ii」と，ポスト青年期の時期が延び自立への段階

において保護が必要な人が拡大していると指摘する。

日本の若者支援の中心となっている，2006 年より開始された若者サポートステーション事業

や，子ども若者育成支援法（2010 年施行）により相談窓口事業の事業対象は，この青年前期・

青年後期・ポスト青年期の者を対象とし，これらを若者と称している。その際に，18 歳未満の

者と区別するために，18 歳以上の者を若者と捉え，それ未満の者を保護が必要である存在であ

るこどもと捉えることが，法的な保護性との関わりでは必要である。

一方，韓国ではこの若者という言葉はあまり使用されず，「青少年」と「青年」という言葉が

一般的に使用される。この青少年を対象とする法律に，青少年基本法 （2013 年施行），青少年福

祉支援法（2004 年施行），青少年保護法（2011 年施行）がある。年齢対象をみると，まず，青
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少年基本法での青少年は，9 歳以上 24 歳以下の者を差す。そして青少年福祉支援法は，青少年

基本法第 49 条④の規定により，「青少年福祉増進に関する事項」を定めるものであり，その年

齢対象も青少年基本法と同じく 9 歳以上 24 歳以下となる。一方，青少年保護法は，「青少年に

有害な媒体物や薬物などが青少年に流通することと，青少年が有害な店舗に出入すること等を

規制し，青少年を青少年暴力・虐待など青少年有害行為を含んだ各種有害な環境から保護・救

済することによって，青少年が健全な人格に成長できるようにすることを目的とする」もので

あり，ここでの法対象年齢は 19 歳以下の者となっている。

次に，韓国で青年をどう規定するのかをみる為に必要となるのが，青年基本法（2020 年施行），

青年雇用促進特別法（2009 年施行）である。青年基本法は，2020 年 2 月に制定され，2020 年 8

月より施行されている新しい法律であるが，ここでは青年は 19 歳以上 34 歳以下と定められて

いる。一方で，青年雇用促進特別法では，第 2 条において対象年齢を 15 歳以上 29 歳以下とし

ているが，法第 5 条第 1 項により『公共機関の運営に関する法律』による公共機関及び『地方

公企業法』による地方公企業が青年未就業者を雇用する場合は，15 歳以上 34 歳以下である者

をいう」と規定されている。

この青年基本法の年齢規定や，青年雇用特別促進法のなかの公共企業体が青年未就業者を雇

用する場合の規定から，韓国においても，日本と同様に延長したポスト青年期に対する支援が

議論になっていることが分かる。

本稿でとりあげる青年手当を受給している者の多くが，4年制大学の卒業後に就職準備を始め

ている。このことから，政策対象は青年後期までの若者となっている。しかし，韓国の若者た

ちの生活上の課題は至って深刻であることや，学業の修了年齢が遅いことを踏まえると，この

年齢対象で十分であるかは今後検討が必要である。

1 － 2　若者を待ち受ける厳しい現実と自殺

韓国の自殺率は 26.9 となっており 1，OECD 加盟国のなかで最も高い。また，10 ～ 30 代の死

亡原因は日本と同様に自殺が 1 位となっている。OECD 加盟国の平均自殺率は 12.1 であり，韓

国の自殺率は OECD 平均の 2.4 倍となり，13 年間最高水準となっている。韓国では 2011 年以

降，青少年（9 ～ 24 歳）の死亡理由 1 位が自殺となっており，年代別の死亡者のうち，死因が

自殺となっている割合は 10 代 37.5％，20 代 51.0％，30 代 39％となっていることからも，韓国

の自殺問題の深刻さを伺い知ることができる 2。それだけでなく，中央日報 iii の記事によると，

日常生活を中断するほどの悲しみや絶望，憂鬱を感じている青少年が 28.2％おり，学年が上が

るごとに憂鬱感を経験している者が多いとされている 。また，学校以外の時間も塾等で勉強を

している学生が多く，余暇活動が 1 日 2 時間未満の学生が 43％を占めており，韓国の学生がス

トレスフルな生活を送っていることがわかる。ここから推察されることは，大学の卒業，つま

り就職準備の時期が近くなってきた時や，就職準備の最中に若者たちを深刻な憂鬱が襲ってい
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るということである。

韓国では，2016 年に 10 代が 273 人，20 代が 1097 人，30 代が 1857 人と，39 歳以下の者が

3227 人自殺している。なお，日本の若者（39 歳以下）の自殺者数は 5309 人となっており，人

口との関わりで考えると，韓国の若者の自殺者数の多さを推し量ることができる。自殺を規定

する要因に失業率や非正規率等の社会的要因があることはもちろんだが，若者の自殺を考える

際に，さらに着眼しなければならないのは，競争主義的教育とその競争主義的な他者・自己評

価とその評価に対する恐怖心に常に襲われていることである。韓国では，その競争主義的教育

と向き合う代案教育の実践が展開されている。これについては後述するが，今後の韓国の若者

運動として，この自殺をどう予防するのかを着眼した運動も必要となっている。

また，自殺だけでなく若者の貧困問題も深刻化している現状がある。1997 年の IMF 通貨危機

以降，韓国では青年失業率や非正規雇用率が急激に増加している。高安（2007）iv は，「韓国で

は 1998 年から経済構造改革が行われ，金融システムや企業財務の構造問題を解決していった

が，その反面で非正規職の増加や所得格差の拡大等の問題が起こっている。」と指摘している。

また，韓国政府は，2019 年 8 月時点での非正規労働者の割合は 36.4％，15 ～ 29 歳の失業率は

10.7％としているが，2020 年 8 月に統計庁から発表された潜在的な失業者や不完全就業者（週

注：（）内は，低賃金及び最低賃金未満の労働者の割合
韓国統計庁「経済活動人口調査雇用形態別付加調査」各年 8 月時点の発表をもとに筆者作成

（表 1）　雇用形態別最低賃金未満の労働者及び低賃金労働者の分布
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18 時間未満の就業）を含めた拡張失業率を 25.6％ 3 としている。また，国際新聞 v の記事によ

ると，韓国開発研究院が成人男女 1,000 名に行った調査の結果，IMF 通貨危機が国民にもたら

した影響として，IMF 通貨危機が人生に悪影響を及ぼしたと答えたものは 60％となっている。

これを，項目別に見ると非正規雇用の増加が 88.8%，所得格差の深刻化が 85.6％，就職難の深刻

化が 82.9％となっており，IMF 通貨危機が多くの国民の生活に，大きな影響を与えたことがわ

かる。非正規雇用の増加や就職難，そして，正規・非正規間の所得格差は若者の生活に直接影

響する深刻な問題であるばかりか，生涯の生活を規定することになる。それを示す指標に，雇

用形態別最低賃金未満の労働者及び低賃金労働者の分布（表 1）があるが，2019 年時点の 15 歳

から 29 歳の青少年 53 万 5 千人が低賃金労働者であり，この年代の労働者の 35.4％を占めてい

る。ここから，IMF 金融危機以降，韓国の若者が不安定な生活を送り，将来に対する不安を持っ

ていることがわかる 。

1 － 3　広がる格差とN放世代

韓国では，1990 年代から大学等進学率が急速に加速し，2018 年の大学等進学率は 69.6％ 4 と

なっており，この数字は 2008 年以降 OECD 加盟国のなかで 1 位となっている。また，韓国の

若年失業率を見ると，OECD の調査によると全失業者のうち 25 ～ 29 歳の占める割合が OECD

加盟国のなかで 2012 年から 7 年連続で最も高く，失業者の 22％を占めている 5。過酷な受験競

争の後にも激しい就職競争と，それに打ち勝つための就職準備が待っているということである。

韓国の若者が自身の力で安定的な生活を送ることが困難になっている現状は，2007 年に「88 万

ウォン世代 vi」として注目を集め始めた。これは，もともと書籍のタイトルであるが，当時の韓

国では非正規雇用で働く不安定な若者層を表す言葉となった。ここでは，禹（2009）vii が，盧

武鉉政権時代を「強化された新自由主義」の時期とし，社会が「生きられる者だけ，生きてみ

よう」という社会に変容したことが指摘されている。

また，2011 年には不安定な雇用，高額な奨学金返済，長引く就職準備によって，将来を計画

することがむずかしく，若者世代が恋愛・結婚・出産を諦めざるを得ない状況に置かれている

ことを指摘し，京郷新聞 viii がこの若者たちを「3 放世代」と名付けた。これは，若者が現在不

安定な状況に置かれているだけでなく，現在不安定な状況にあることにより，将来を展望でき

ずに人生を諦めなければならない状態にあることを表した言葉である。この，3 放（恋愛・結

婚・出産）世代は，5 放（+ 就職・持ち家），7 放（+ 健康・外見），9 放（+ 人間関係・希望）

10 放（+ 人生）となり，人生の全てを諦めなければならない全放世代（完放世代）や N 放世代

（すべてを表す負定数の N）と表現されるようになっている。

しかし，韓国の若者が必ずしも「N 放」しなければならないのではない。2015 年にソウル大

学に通う学生が，「先に産まれた者，持てる者，力のある者の論理に屈服することがこの社会の

道理であり，生存を決めるのは箸とスプーンの色だった。」という遺書を残して自殺をしたこと
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が韓国で大きな話題となり，インターネット上に残した公開遺書が多くの若者に広まった ix。こ

の遺書の中の「箸とスプーンの色」というのは，韓国で社会的階層を表す際に用いられる「ス

プーン階級」を指している。この「スプーン階級」は，「ヘル朝鮮（地獄のように生きることが

辛い朝鮮）」や「N 放世代」等と同時期の 2015 年ごろから日常的に使われている新造語であり，

英語の慣用句である「"Born with a silver spoon in one's mouth"銀のスプーンを持って産まれて

くる（裕福な家庭に生まれる）」がもとになっていると言われている。裕福な家庭に生まれた人

を「金のスプーン」，恵まれない家庭に生まれた人を「泥のスプーン」と呼びはじめ，現在では

ダイヤモンドから泥まで階級が別れている（表 2 参照）。泥のスプーンは，土でできているため

に形を保つのがやっとで，一生食べることに困るという絶望的な意味も込められている。

（表 2）スープーン階級基準表

ダイアモンドスプーン 財産 30 億ウォン以上　または　世帯収入 3 億ウォン以上 上位 0.1％

金スプーン 財産 20 億ウォン以上　または　世帯収入 2 億ウォン以上 上位 1％

銀スプーン 財産 10 億ウォン以上　または　世帯収入 1 億ウォン以上 上位 3％

銅スプーン 財産 5 億ウォン以上　または　世帯収入 5,500 万ウォン以上 上位 7.5％

泥スプーン 財産 5 億ウォン未満　または　世帯収入 5,500 万ウォン未満

※大韓民国青少年議会の記事 x をもとに筆者が作成

また，現在の韓国では，塾や習い事等の私教育が盛んであり，子どもの教育のために親が熱

心にお金と時間を費やしている。中央日報 xi の記事によると，親が子どもの私教育にかける費

用は，家庭の所得によって 5 倍の格差があり，家庭の所得が高いほど私教育を受けている割合

が高いことがわかった 。本人が努力するのは当たり前の環境の中で，さらに両親が子どもの教

育のために熱心に投資をするため，泥のスプーンを持って生まれた者は金のスプーンを持って

生まれた人に追いつけないという状況が出来上がっている。この，親の所得が子どもの未来を

規定する状況については，2015 年に韓国統計庁が発表した調査結果からもみることができる。

この調査では，努力すれば社会経済的地位があがる可能性があると考える人は，2009 年の 35.7%

から 21.8％まで減少しており，自身の社会経済的地位を中間より低い中下層であると考える人

が 79.7% であることが明らかになっている。さらに，自分自身が努力し，子ども世代も努力す

れば社会経済地位があがる可能性があると考える人は，31％にとどまっている。日本でも，1970

年以降社会階層が固定化しているこという点について，中西（2004）xii が指摘しているが，韓

国でも社会階層の固定化が起こっており，非正規雇用の割合の増加と相まって個人の努力では

どうすることもできないレベルで，若者世代の格差が拡大している現状がある。

しかし，いくら努力しても報われないとわかりつつも，最低でも現状を維持しなければこぼ

れおちてしまうという恐怖の中で努力を止めることのできない現実がある。また，自分たちが

生きる現在の社会を信頼できないために，自身のスペックを高めることに邁進した結果，若者
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は「スペック世代」とも言われており ，努力で得られるものは全て得なければならないという

極度な競争を強いられている。また，競争主義とともに美容整形技術等の発達も相まって，外

見至上主義的な考え方も加速しており，韓国は人口 1 万名あたりの整形手術件数は世界 1 位と

なっている 。しかし，資格の取得や美容整形にも費用が必要となる。そこには，努力だけでは

こえることのできない格差の壁が立ちはだかる。このため，韓国の若者は，低所得階層の若者

たちのみに限らず多くの若者が，ゴールの見えない状況のなかで，過酷な受験戦争や長引く就

職準備のために努力しつつも「N 放」しなければならない状況に陥っているのである。

1 － 4　民主市民としての意識の広がり

韓国社会で言われる民主市民とは，民主主義国家の一員としての国民という意味で使われて

いるが，この「自身が民主市民である」という意識や政治への関心が強いのではないだろうか。

現行の大韓民国憲法は，民主化直後の 1987 年 10 月 29 日に交付されているが，大韓民国憲法は

1947 年に交付されて以降，国家体制の根幹に関わる改正を 5 回おこなっているため，「第六共和

国憲法」ともよばれている。憲法第一条は「大韓民国は民主国家である。大韓民国の主権は国

民にあり，すべての権力は国民から生ずる」となっており，2016 年 10 月から 2017 年 3 月に行

われた，当時の大統領であった朴槿恵氏を罷免に追い込んだキャンドルデモの際には，市民が

この文言を異口同音に叫び「国家の基本的価値」を守るために闘ったとされている。このキャ

ンドルデモは，6 ヶ月間に及び，参加者は延べ 1,600 万人であったとされている。このキャンド

ルデモは歌手や俳優等の有名人も多く参加したことや，若者層の参加が多かったことが特徴的

である。

また，韓国では 1980 年代に民主化運動に携わった 1960 年代生まれの年代を，386 世代と呼ぶ

が，この 386 世代で支援現場の組織者となっている人たちからは，学生時代から社会運動に参

加する人が少なくなってきたとの指摘がある 6。しかし，この 2016 年のキャンドルデモはこれ

までとは違い，若者たちが，自分たちがどう生きるか，自分たちの社会がどうあるべきかを問

うなかで大きな渦となった。その影響もあり，韓国の若者の民主市民としての意識がさらに強

まっていると考える。

この，若者世代の民主市民としての意識の高まりを，大統領選挙の投票率からみることがで

きる。キャンドルデモ後に行われた第 19 代大統領選挙の投票率を第 18 代大統領選挙（2012 年）

の選挙率と比較すると，40 代以降の投票率が下落しているのに対し，20 代では 68.5％から

76.1％，30 代では 70％から 74.2％と若者世代の投票率が上昇している。日本の同じ年の投票率

と比較すると，平成 29 年（2017 年）の衆議院選挙の投票率は，20 代が 33.8％，30 代が 44.7％

であった。日本の投票率は，平成 2 年（1993 年）以降減少傾向にあり，自民党政権への国民の

怒りが民主党政権を生み出した年である平成 21 年（2009 年）にやや増加したが，それ以降また

減少している。
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若者の政治参加への原動力を，社会への怒りや社会への思いに求めることができるのではな

いだろうか。SEALDS（Students Emergency Action for Liberal Democracy ‒ s）は，「自由で

民主的な日本を守るための，学生による緊急アクションです。担い手は 10 代から 20 代前半の

若い世代です。私たちは思考し，そして行動します。私たちは，戦後 70 年でつくりあげられて

きた，この国の自由と民主主義の伝統を尊重します。そして，その基盤である日本国憲法のも

つ価値を守りたいと考えています。この国の平和憲法の理念は，いまだ達成されていない未完

のプロジェクトです。現在，危機に瀕している日本国憲法を守るために，私たちは立憲主義・

生活保障・安全保障の 3 分野で，明確なヴィジョンを表明します。7」と表明し運動を開始した。

まさに，日本国憲法の危機への怒りから生じた運動であった。韓国のキャンドルデモやSEALDS

の活動は，若者たちの社会への怒りから生まれていると捉えることができる。

第 2章　若者が民主市民となるための土台となる実践

本章では，若者が社会に主体的に参加することを目指してきた韓国の代案教育や社会的企業，

青年たちによる運動等の実践に焦点をあて，その実践がなにを目指し，なにを大切にしてきた

のかを考察する。

2 － 1　代案学校Haja センターの取り組みと実践哲学

韓国では，2000 年頃から代案教育の取り組みが活発化している。その代表的なものに Haja セ

ンターがある。1999 年に「ソウル市青少年職業体験センター」という名称で運営が開始され，

ソウル特別市が延世大学に運営委託をしている代案学校である。ここでは学業を中断した青少

年が，そこでの学びの中で社会の「主体」となり地域や社会の問題を意識的に捉える取り組み

がなされてきた。

この Haja センターの哲学は大きく 2 つに分けられる。一つ目は「仕事，遊び，自己決定の若

者文化ワークショップ」，二つ目は「友情とおもてなしのある創造的で自律的な場」である。こ

の 2 つの哲学は，Haja センターが目指すべきものを表現している。センターを，仕事と遊び，

自己決定の新たな文化を創り上げる場として捉え，競争主義による傷つきを克服する友情とホ

スピタリティを創り上げる場を，自律的（自治的）に運営することを目指しているのである。

Hajaセンターでは，韓国における競争主義が，次代の若者達を育てることに大きな障壁となっ

ていると捉え，競争主義を支える「競争率の高い」学校や塾による被害者となっている若者こ

そが，新たな時代を創り上げる可能性をもつ存在であると考えている。その為，新たな学び方

を獲得する自己主導的で協同的な学習による自己との向き合いにより，若者たちは，競争主義

と対峙する力を獲得し，彼らの「主体」としての育ちが保障されると考えるのである。この「協

同学習」とは，学校や塾による被害者となった若たちが経験してきた「勝つために学ぶ」競争
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主義教育とは性格の違う「自分のために（自分たちのために）学ぶ」実践であると言える。

韓国の学業中断率をみると，2019 年教育部 8 の発表では，2018 年度の高校中退率は 1.6％と

なっており，日本の 1.4％ と大きな差はないが，韓国の大学進学率の高さを考慮すると，韓国

での高校中退は日本より深刻な問題であると推測することができる。Haja センターでは，学校

が肌に合わない青少年（学校を中退した青少年たち）に対して，単に代案的な教育を提供する

のではなく，「持続可能な人生のための，青少年進路活動のハブ」の創造をビジョンとしてきた。

また，Haja センターは，若者たちの課題を社会の責任に課すのみではなく，青少年が社会の「主

体」としての育つことを可能にする為に，7 つの約束を重視してきた。それは，「①したいこと

をしながら，しなければならないことをしよう，②年齢差別，性差別，学力（学歴）差別，地

域差別，人種差別をしない，③どんな種類の暴力も行使しない，④自分の後始末は自分でする

／人に被害をあたえない，⑤情報のせいで餓死しない／情報と資源は共有する，⑥立場を変え

て考えてみる／配慮と親切，⑦約束は守る／守れない約束はしない。」の 7 つである。ここから

も，青少年が社会の一員として学び・活動することがセンターの運営理念となっていることが

わかる。

また，この Haja センターで学んだ若者が，卒業後に社会的企業を起業するなど，社会を変革

し自分たちが生きていくための新しい社会を創造する取り組みに発展しているのも，韓国の代

案教育の大きな成果であるといえる。いわゆる「社会不適応」であった青少年が，社会に無理

に適応しようとしたり，自らの問題を自己責任的論的に解決したりするのではなく，社会と結

びつけて考える力を獲得し，環境問題やエネルギー問題等，自分たちが直面している問題だけ

ではなく，社会で起きている様々な問題に対して目を向ける力を獲得することのできる実践が

されている。

2 － 2　青少年を対象とした実践Yooja salon の実践哲学

韓国の青少年を対象とした社会的企業のひとつである Yooja salon では，ひきこもりをはじめ

とする，社会に自分の居場所を見出せない青少年を「無重力青少年」と名付け，地に足はつか

ないが，空を飛ぶ力を持っている青少年と捉えて支援を行っていた 9。この Yooja Salon は，Haja

センターで中心的に活動を行なっていた活動家が起業した社会的企業のひとつであり，音楽を

通して青少年の社会参加を支援している。Yooja salon の実践哲学の一つである「教育や講義で

はない，コミュニティが子どもたちを育て，治癒する」という考え方は，若者たちが学び，止

揚する矛盾は，学校に存在するのではなくコミュニティに存在すると考えるものではないだろ

うか。この哲学は，学校を否定する極論を招きかねず，慎重に検討しなければならない。学校

を否定的に捉え，学校を無くせばよいといった極論ではなく，現在の学校が，若者たちの「自

己との対話」や「自己探し」を可能とするものではないとの考えから，韓国では，生活の場の

ひとつである地域（コミュニティ）のなかに代案学校を建設してきたのではないだろうか。韓
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国では，1990 年代に脱学校（オルタナティブ・スクール）の動きが展開されてきたが，そのな

かでは，個性が命とされ，個性や自律が追及されてきた。韓国において，代案学校運動は，ま

さに「自己との対話」や「自己探し」として展開されてきたのではなかろうか。

また，Yooja salon の哲学として，「今倒れるよりは，待って遅れる方が良い」というものが

ある。これは，今がむしゃらになって，必死になって倒れるよりは，自分のペースでじっくり

待って遅れるほうが良いという，社会への適応を急ぐのではなく，主体的な参加を目指すもの

であると解釈できるのではないだろうか。この哲学は，筆者が 2010 年に Haja センターに訪問

した際に，Haja センターを運営委託されている延世大学の教授であり，韓国の代案教育運動に

携わっている趙韓惠浄氏から，韓国社会についての分析を伺った際にも聞くことができた 10。趙

韓は，新自由主義のもとに，市場が教育を主導するようになったことや，1997 年の IMF 通貨危

機以後，社会を信用できなくなった親世代が子どもの受験に全面的に投資と介入をするように

なったことを指摘している。また，その結果，「人生は生まれてから死ぬまでが競争だ」という

考えのもと，金による安定性を追求した「賢い少数」と「孤立と恐怖」に象徴されるカジノ資

本主義時代として韓国を襲ったとしている。脱産業社会，いわゆるポスト・フォード主義時代

には，「労働」概念から「活動」概念への転換が必要であり，さらに自律， 他律，自活労動が求

められるとも述べている。Yooja salon の哲学は，まさに韓国のこのような考えのもとに作られ

たものである。

2 － 3　代替的な就労自立を目指す青年ハブと青年の自立

2013年にソウルの都市問題を解決するための社会イノベーション拠点として開所したソウル

革新パークは，社会的経済を行政が積極的に育成・支援する拠点となるもので，他に類を見な

い先進的な施設であるとされている xiii。そのソウル革新パーク内にある青年ハブは，「青年の自

立性を引き出し社会を変革させる人材を育てること」を目標とし，2013 年にソウル特別市青年

基本条例のもとに作られた xiv。青年の仕事を超えた，生活や生存を超えた，文化，共有資源を

超えた財産として再生産できる青年政策と，持続可能な都市のための青年の生活，文化，資産

のプラットフォームを構築することを目的としている。

青年ハブの事業は①青年たちの自発的なコミュニティとのプロジェクト，革新的なアイデア

を実験する活動支援と空間支援事業，②青年の社会的資源を調達するための世代や地域を超え

た交流と協力事業，③青年が問題解決の主体となることができるよう，青年または関連分野の

専門家による研究事業，④青年たちの様々な活動の社会的基盤を築くための，人的・物的・社

会資源を連携事業の大きく 4 つに分かれている。この 4 つの事業を通して若者に「価値ある体

験」や様々なコミュティの人たちと出会う場を提供し，青年が主体となって活動ができるよう

支援を行なっている。

また，ソウル市の委託事業で代案学校と社会的企業が共同運営をしているクリキンディセン
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ター（ソウル市立恩平青少年未来進路センター）もソウル革新パーク内にセンターを構えてお

り，青少年のニーズと特性に合わせた仕事と学習を通して，新しい進路教育を目指した活動を

行なっている。ここでも，Haja センターの卒業生がスタッフとして活動しており，代案教育の

中で社会を変革する力を身につけた若者が，活躍できる仕組みが整いつつある。もちろんそれ

は，家族が社会が望む生き方ではないかもしれないが，彼らは，韓国社会で持続可能な生活の

創造を目指している。そうしたなかで，ソウル市は青年達が多様な人生の選択が可能になる為

に，青年議会からの提案を受け青年手当の支給を考えてきた。

2 － 4　青年手当と心理支援・生活支援

ソウル市では青年手当の支給が 2016 年から開始された。青年手当とは，ソウル在住の 19 歳

～ 34 歳の未就業の青年が，毎月 50 万ウォンの現金支給とプログロラムへの受講を最大 6 ヶ月

間受けることができる制度である。この制度は 1 章で述べたように，若者が二極化しているこ

とで社会参加のための準備期間を十分に保証されてこなかった若者に対して，就職準備のため

の有用な制度となっている。対象となる若者は「就業意欲のある若者」に限定されているもの

の，試験の受験料の補助等の制度もあり，金銭的な理由により就職準備にお金と時間をかける

ことができない若者にとって大きな役割をはたしている。これまでの受給者数は，2016 年 2,831

名，2017 年 5,033 名，2018 年 7,316 名，2019 年 5,165 名となっている。

青年手当の受給期間中に受けることのできるプログラムには，就職に直接役立てるためのプ

ログラムの他にも，多くのプログラムが用意されている。プログラムの受講は自由に選択でき

るが，一対一の心理相談を受けた経験のあるものが 14％と最も高く，他にもオンライン相談

（10.2%），グループ相談（2.5%）等，自身の悩みを打ち明けることのできるプログラムだけでも，

多様なプログラムが用意されている。金銭的な支援のみならず，学ぶ機会の提供や心理的なサ

ポートを並行することで，就職準備の手助けをするための青年手当が，結果的に受給者の「生

活の質」をあげていることが明らかになった（2018 年受給者実績 xv）。

実際に，青年手当を受給した青年は，自身の変化を次のように記している。「家で適当に準備

して食べていた食事は，栄養の高い食事になり，家事で消耗していた時間も勉強に集中できる

時間に変えることができた。健康な体と健康な精神によって，これまでしなかった運動も始め

ることができ，心の傷を治癒できるよう努力ができた。（中略）青年手当は単純に “ お金 ” では

なく失敗することのできる “ 機会 ” だった。まるで，転んでも大丈夫と優しく言ってくれる両親

のようだった。前だけをみて走っていた私に，周りを見る余裕をくれた xvi。」としており，青年

手当の取り組みは，単なる所得保障（ベーシックインカム）ではなく，青年が，彼ら自身が選

択する人生を見つけることができる時間を保障することを目指すものであり，自身の生活の質

を高めるために，今ある生活課題と向き合う余裕を保障する制度であると捉えることができる。

また，2018 年に青年手当を受給した青年の 88.3％がソウル市の他の政策に対する関心度が高
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まったと回答しており xvii，青年手当の受給により政策への関心度が高くなっていることも，青

年手当の大きな成果であると考えられる。

第 3章　若者自身による若者問題への挑戦

韓国の青年たちは，自分たちの力で，自分たちの生活課題や社会問題と向き合う取り組みを

行っているのではなかろうか。青年手当を創り出したのも，彼ら自身の運動によってであった。

3 － 1　ソウル市青年政策ネットワークと青年手当

ソウル市青年政策ネットワークは，2013 年に発足しソウル市の青年のために青年たちが問題

提起・政策提言をし，政策の実現に向けて活動をしている。ソウル市青年政策ネットワークは，

青年市民が積極的に参加する市民参加機関であり，青年の問題をはじめとする社会問題を解決

するために，政策発掘と提案，様々な社会的解決策を試みている。政策発掘と提案のプロセス

は青年の自発的な参加に立脚した議論のもとに行われている 。2019年よりソウル青年自治政府

という青年政策の新たな推進システムが発足した（図1）。政策発掘を行うソウル市青年政策ネッ

トワークと，政策を執行する青年庁（ソウル特別市長直属の組織であり，青年が政策提案でき

るようサポートする行政組織）で構成されている）xviii。

ソウル市青年政策ネットワークの運営理念として，①能動的に活動し，自発的に参加する，②

十分な情報を共有し，自律的に運営する，③平等な関係性を形成する，④公開的で開放的に運

営する，という 4 つが掲げられ，青年が青年のために活動する場となっている。ソウル市の青

年自立予算の編成権の一部が，ソウル市青年政策ネットワークに委任されており，分科（2019

年は交通環境，教育，文化，健康，福祉・安全網，平等・多様性，仕事・経済，都市・住居，民

主主義）に分かれてニーズ調査を行い政策提言から予算編成まで，時間をかけて議論されてい

（図 1）ソウル青年自治政府
ソウル青年政策ネットワーク HP より抜粋し筆者訳



佛教大学大学院紀要　社会福祉学研究科篇　第 49 号（2021 年 3 月）

―  121  ―

る。

青年手当は，ソウル市青年政策ネットワーク（制定当時はソウル市青年議会）のなかで議論

のもとに制度化された。ソウル市青年政策ネットワークが社会を変革する取り組みのなかの一

つが青年手当であり，それを可能とするための仕組みが，ソウル市ではソウル青年自治政府で

あるといえる。

3 － 2　青年手当をもらった人の変化

青年手当は，就職意欲のある青年が受給対象となっているが，直接的な就労支援ではなく，現

金の支給とプログラムの受講により，青年が余裕を持って学ぶこと，考える時間を保障してい

ることが大きな特徴である。

青年手当の受給者の一人は，「多くの人が平凡な人生の過程を歩むのに，なぜ私は ” 平凡 “ す

ら手に入れられずに，むしろ遠ざかっているのだろう。少し休んではいけないのか。でもうち

の場合は自分もお金を稼がないといけない xix。」という思いで就職準備をするも，就職が決まら

ないままに 3 年が経過し，青年手当を受給することとなった。青年手当を受給後は，「青年手当

は青年たちに早く就職しなさいという意味で支給されるのではない。急がなくても良いと一緒

に待ってくれるものだ。（中略）青年手当のおかげで新しい人間関係も生まれた。先に就職して

違う人生を生きる友達や，両親には話せない悩みや寂しさを打ち明けることができ，心が軽く

なった。xx」と，心境の変化を綴っている。また，他の受給者は「以前はソウルという場所は機

会の場であると同時に試練の場だった。しかし，今はソウルという場所は，不安定な青春に暖

かさが感じられる新しい挑戦の場になった。以前より自信もつき，未来への期待感も生まれた。

なにより，見知らぬ土地に必死に適応する異邦人のような私に市民としての大きな誇りを持た

せてくれる契機となった。一番大変な時期に暖かく手を差し伸べてくれたソウル市と青年活動

支援センターに感謝するとともに，地域社会のために社会の一員として他の人に恩を返せるよ

うな人になりたい。xxi」と綴っている。

この受給者たちの記述からもわかるように，青年手当が単に就職希望者のための就職支援で

はなく，就職準備のために不安定な生活を送っている青年が，同じような境遇の仲間との出会

いや，様々なプログラムの受講を通して社会参加の機会を提供することで，就職への直接的な

支援ではなく，青年の生活自体を支援している制度であるといえる。そして，その生活を支援

することが，青年の視野を自分自身から社会に広げることに繋がっている。
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第 4章　自立支援から社会参加保証へ

韓国では代案学校運動以降，ソウル市の青少年・青年支援が目指すものは，青少年・青年が

安全に暮らすことができる地域と関係の創造，さらに，青少年・青年が支援の対象から主体に

なれる政策ではないだろうか。

4 － 1　ソウル市の青年手当からみる「時間の保障」

ソウル市青年手当のホームページを見ると，「考える時間，決心する時間，動き出す時間，今

青年に必要な時間を保障します」という画像が掲載されている xxii。競争主義的な教育の中で，

考えることよりも詰め込むことに必死になってきた青年には「考える時間」を，自分の進みた

い道に進むべきか，親や社会にとっての ” 正解 “ の道に進むべきか迷っている青年には「決心す

る時間」を，自分の価値や自分の居場所を見出せずに立ち止まっている青年には「動き出す」時

間を，それぞれの青年に必要な時間を保証するのが，青年手当の狙いであり革新的な点ある。支

給額は月に 50 万ウォン（日本円で 5 万円弱）であり，生活を保証するには不十分な額である。

金額の妥当性についても今後検討の必要があるが，アルバイト等で生活をまかなっている青年

や，低所得家庭の青年にとって，月 50 万ウォンを 6 ヶ月間支給されると，アルバイトの時間を

1 か月あたり 58 時間 11 節約することができるとされている。この，58 時間を「生き延びるた

め」ではなく，「自分と向き合うため」につかうことを保証し，仲間との出会いやプログラムへ

の参加を通した，社会参加する力の獲得を目指している。

これまでの若者支援は，日本，韓国双方において若者やその家族が客体となり，サービスを

うけることにとどまってきた。しかし青年手当は青年にサービス（プログラム提供）と併せて

現金を支給し，まずは青年の生活の基盤や，自分に向き合う時間を保障している。これまで公

的な支援として現金が支給される制度は，基礎生活保護制度（日本でいう生活保護）等の貧困

対策が主であったが，これは個人ではなく世帯単位で支給されているものであった。このなか

で，支援される若者は，世帯が基礎生活保障制度の対象となっている者に限られていた上に，青

年に対して現金が支給されるわけではない。しかし，青年手当は世帯の所得の制限はあるもの

の，青年個人に手当が支給される点がこれまでの制度にない革新的な点であるといえる。

4 － 2　ソウル市青年活動支援センターが目指す青年の自立

ここまで，ソウル市の青年手当が，単に就職支援のためのものではないこと，青年手当の受

給で青年の生活の質や価値観が変化したことを明らかにし，その背景には代案教育やソウル市

青年政策ネットワーク等の青少年・青年が主体となるための取り組みが活発にされていること

がわかった。では，ソウル市青年活動支援センターが青年支援に求めるものは何か。

山本（2020）xxiii は，就労支援中心の若者支援を批判し，若者を対象とする福祉実践は，彼らが，



佛教大学大学院紀要　社会福祉学研究科篇　第 49 号（2021 年 3 月）

―  123  ―

ただ社会に包摂されるのではなく，包摂される社会を変革する主体となることを目指す必要が

あると指摘しているが，ソウル市青年活動支援センターの目指す自立は，まさに「就労自立」で

はなく，「社会を変革する主体」としての自立ではないだろうか。

新自由主義のもとで，幼少期から過酷な競争を強いられ，出口の見えない競争を続ける韓国

の若者が，疲弊し自らの未来が見えなくなっている状況のなかで，青年手当という公的な支援

（社会）が手を差し伸べることは，支給される金額以上の救いとなる。生活が不安定な中，終わ

らない就職準備を強いられている若者が，同じ境遇の仲間と出会い，手当の支給により自分の

将来のために費やすことができる時間を得ることで生活の質が向上しただけでなく，青年手当

以外の政策にも興味をもった青年が多かった。毎日の生活に疲弊している若者が，自身の将来

や社会に目を向けるためには，目先の就労だけでは限界があることが，青年手当の受給者の声

からも明らかになった。ここから，青年手当の支給は，単に青年の自立を支援するためのもの

ではなく，青年自身が社会の矛盾に気付き，社会を変革する主体として歩み始めるための第一

歩であると言えるのではないだろうか。

日本では，先に触れたとおり，若者支援が若者サポートステーションを中心とした就労支援

が主となっている現状があり，若者の就労的自立が支援のゴールとされている。一方で，ソウ

ル研究院 xxiv は，不平等の解消と，既存の社会保障制度の補完のための，青年基本所得の導入の

検討の必要性を指摘している。また，青年手当についても，多様な活動を支援する革新的な制

度であるとしつつも，「未就業」，「低所得層」，「求職活動」というフレームからは抜け出せてい

ないことを指摘している。この指摘の意味するものは，ソウル市が青年支援のゴールとして目

指しているものが，単なる就労的な自立ではないということである。

4 － 3　ソウル市青年活動支援センターの今後の課題

青年手当は，ソウル研究院の指摘の通り，革新的な制度ではあるが，課題の残る制度である

といえる。青年手当の受給は，現状としては 19 歳～ 34 歳の就業意欲のある者が対象となって

いる。また，応募資格として，①未就業（週 26 時間以下または 3 ヶ月以内の短期就労者）であ

り，②最終学歴の終了後 2 年以上経っているもの（2 年未満の場合は，雇用労働部の青年給食活

動支援金制度に申請をすることができる），③中位所得の 150％未満の家庭の者という基準が定

められ，条件付きの支援にとどまっている。これは，日本の若者サポートステーションの課題

としても指摘されているが，就職に多くの困難を抱えるひきこもり等の非求職者層は支援の対

象とならず，青年を包括的に支援する制度となってないことが課題としてあげられる。

また，青年手当の受給者の平均年齢は 2019 年度実績で 28 歳であるが，受給者の年齢別の分

布を見ると，受給資格の上限である 30 ～ 34 歳のグループが 33.9％と最も高くなっている。そ

して，受給者の未就業期間の平均は 61.6 ヶ月（5 年 1 ヶ月），最長未就業期間は 199 ヶ月（12 年

7 ヶ月）となっている。韓国は兵役制度があるだけでなく，留学や休学で高等教育の修了年齢が
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遅いことや，日本の若者サポートステーションの対象年齢が 49 歳であることを踏まえると，対

象の年齢を広げる必要があるだろう。そして，未就業期間が長い若者に対して，6 ヶ月という受

給期間が妥当であるか検討を加える必要があるのではないだろうか。

さらに，ソウル市青年活動支援センターは，ソウル市における未就業期間が長い若者だけで

なく，就業意欲が生じがたい若者を支援対象とする部署との連携を図り，今まで対象とできて

こなかったこれらの濃厚なニーズをもつ人にどうアプローチするかを検討しなければならな

い。

お　わ　り　に

ソウル市は，前ソウル市長の死去との関わりで大きな転換期を迎えている。前市長は「市民

の参画によって公約をつくる」ことを重視し，青年政策だけではなく様々な社会問題に精力的

にとりくんできた xxv。前市長時に作り上げた青年政策を，社会の財産とし，より発展させるこ

とが必要である。総合的かつ包括的な青年支援政策となるには多くの課題をもつが，今までに

獲得した資源や政策を守ることがソウルの若者たちの今後の課題となっている。

また，ソウルの若者運動で育ってきた活動家たちは，社会の課題と向き合う力をもっている。

その力は，まさに社会的に抑圧されたなかから自分たちを救い出してきた彼らの運動のなかで

獲得された力なのではないだろうか。

日本の若者支援は，韓国の青年たちが青年自身の運動により，青年たちが自身の生活を守る

制度を創り上げてきた実践から多くを学ばなければならない。

〔注〕
１ 2019 年韓国統計庁「死亡原因統計」の発表による
２ 同上
３ 2020 年韓国統計庁「2020 年 7 月雇用動向」の発表による
４ 韓国教育開発院「OECD 教育指標 2019」の発表による
５ 2020 年 1 月 13 日 OECD の発表による
６ 2020 年 2 月ソウル市青少年活動支援センターへの調査での聞き取りから
７ SEALDsHP より抜粋　https://www.sealds.com/　（最終閲覧日 2020.09.30）
８ 韓国教育開発院「教育統計 2019」
９ 現在は活動を行っていない
10 2010 年 Haja センターでの調査時の聞き取り資料から（2010，9 月聴取）
11 韓国の最低賃金 8,590 ウォンで計算 
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